
２
０
２
２
年
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
資
金
決
済
法
）
や
関
係
法
令
の
改
正
で
、
ス

テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
が
資
金
決
済
法
上
の
「
電
子
決
済
手
段
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
資
金
移
動

業
に
よ
る
発
行
が
可
能
と
な
っ
た
。
昨
年
８
月
に
は
Ｊ
Ｐ
Ｙ
Ｃ
が
第
二
種
資
金
移
動
業
の
登
録
を

受
け
て
、
同
年
10
月
に
日
本
円
に
連
動
す
る
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
「
Ｊ
Ｐ
Ｙ
Ｃ
」
の
発
行
を
開
始

し
て
お
り
、
資
金
移
動
業
に
よ
る
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
発
行
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
登
録
審
査
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
お
い
て
生
じ
得
る
論
点
を
紹
介
し
た
い
。

資
金
移
動
業
の
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
発
行
に

係
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
着
眼
点

マ
ネ
ロ
ン
対
策
や
保
全
を
前
提
に
、
確
実
な
決
済
の
仕
組
み
を
構
築
せ
よ

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

　

そ
も
そ
も
電
子
決
済
手
段
の
発
行

体
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

資
金
移
動
業
者
は
法
令
お
よ
び
事
務

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
、
資
金
移
動
業
を

適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に

必
要
な
態
勢
や
、
法
令
順
守
の
た
め

に
十
分
な
態
勢
整
備
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
電
子
決
済
手
段
を
発

行
す
る
資
金
移
動
業
者
は
、
当
該
態

勢
整
備
に
加
え
て
、
電
子
決
済
手
段

の
特
性
に
着
目
し
た
論
点
に
対
応
し
、

適
切
に
態
勢
を
整
備
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

そ
の
上
で
、
電
子
決
済
手
段
に
は

次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
対
応
が
必
要
と
な
る
。

　

ま
ず
、
電
子
決
済
手
段
は
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
を
通
じ
て
管
理
さ
れ
る
。

通
常
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
で
あ
れ

ば
誰
で
も
自
ら
の
ア
ン
ホ
ス
テ
ッ
ド

ウ
ォ
レ
ッ
ト
（
注
１
）
を
作
成
し
て
、

業
者
を
通
じ
ず
に
直
接
ス
テ
ー
ブ
ル

コ
イ
ン
を
当
該
ウ
ォ
レ
ッ
ト
に
お
い

て
保
有
し
、
他
人
の
ア
ン
ホ
ス
テ
ッ

ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
に
、
い
わ
ゆ
る
Ｐ
２

Ｐ
（
注
２
）
で
移
転
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
移
転
し
た
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン

に
つ
い
て
も
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ

リ
ン
グ
の
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
か
ら
、

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備

電
子
決
済
手
段
の
特
性
を

踏
ま
え
た
態
勢
整
備
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資金移動業のステーブルコイン発行の論点

ア
ン
ホ
ス
テ
ッ
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
の
取

り
扱
い
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
電
子
決
済
手
段
は
ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
の
仕
組
み
に
依
存
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃

や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
分
岐
の
リ

ス
ク
は
も
と
よ
り
、
利
用
者
の
意
図

し
な
い
時
期
・
条
件
の
下
で
電
子
決

済
手
段
の
移
転
が
生
じ
る
な
ど
、
利

用
者
が
思
わ
ぬ
損
失
を
被
る
恐
れ
が

あ
る
。
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る

資
金
移
動
業
者
は
、
利
用
者
が
こ
の

よ
う
な
損
失
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
、
適
切
に
電
子
決
済
手
段
を
発

行
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
資
金
移
動
業
に
よ
っ
て

電
子
決
済
手
段
が
発
行
さ
れ
る
場
合
、

当
該
電
子
決
済
手
段
は
実
質
上
、
資

金
移
動
業
者
に
よ
る
履
行
保
証
金
の

供
託
等
で
保
全
さ
れ
、
価
値
を
担
保

さ
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
得
る
。

従
っ
て
、
保
全
に
用
い
る
資
産
の
価

値
が
下
落
し
た
場
合
に
は
、
発
行
し

た
電
子
決
済
手
段
自
体
の
価
値
も
下

落
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
当
該
資

産
の
安
全
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。幅

広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

　

以
下
で
は
、
資
金
移
動
業
が
電
子

決
済
手
段
を
発
行
す
る
場
合
の
留
意

点
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
た
い
。

　

ま
ず
資
金
移
動
業
者
は
、
電
子
決

済
手
段
を
発
行
し
て
い
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の

移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、

犯
収
法
）
上
の
特
定
事
業
者
に
該
当

す
る
。
そ
の
た
め
、
取
引
時
確
認
等

の
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策

（
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
）
に
関
す
る
対

応
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
金

融
機
関
と
し
て
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン

ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
う
ち
、

少
な
く
と
も
「
対
応
が
求
め
ら
れ
る

事
項
」
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

特
に
、
電
子
決
済
手
段
は
２
０
２

４
年
の
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査

書
に
お
い
て
も
、
匿
名
性
が
高
く
、

国
境
を
越
え
て
取
引
が
で
き
、
瞬
時

に
移
転
が
可
能
で
あ
る
な
ど
、
マ
ネ

ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
上
の
脆
弱
性

が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）。

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
は
、
取
り
扱
う
取

引
や
顧
客
の
属
性
に
応
じ
た
リ
ス
ク

に
応
じ
た
対
応
を
取
る
リ
ス
ク
ベ
ー

ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
基
本
と
な
る
。

特
に
高
い
リ
ス
ク
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
電
子
決
済
手
段
に
関
す
る
取
引
に

つ
い
て
は
、
高
度
な
対
応
が
求
め
ら

れ
る
。

　

電
子
決
済
手
段
の
発
行
体
は
、
電

子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
相
手
方
に

対
し
て
取
引
時
確
認
等
を
行
う
必
要

が
あ
り
、
償
還
の
相
手
方
に
対
し
て

も
取
引
時
確
認
等
を
行
う
こ
と
が
望

ま
し
い
（
注
４
）。
従
っ
て
、
電
子
決

済
手
段
の
発
行
体
は
、
そ
の
取
引
の

直
接
の
相
手
方
と
な
る
者
に
つ
い
て

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応
を
行
い
、
電

子
決
済
手
段
に
関
す
る
マ
ネ
ロ
ン
上

の
高
い
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
こ
と
に

な
る
。

　

ま
た
前
述
の
と
お
り
、
Ｐ
２
Ｐ
移

転
を
含
む
ア
ン
ホ
ス
テ
ッ
ド
ウ
ォ
レ

ッ
ト
に
お
け
る
電
子
決
済
手
段
の
取

り
扱
い
は
マ
ネ
ロ
ン
上
の
リ
ス
ク
が

高
く
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
に
も
対

応
が
必
要
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
電

子
決
済
手
段
の
発
行
体
で
あ
る
資
金

移
動
業
者
は
、
ア
ン
ホ
ス
テ
ッ
ド
ウ

ォ
レ
ッ
ト
間
の
Ｐ
２
Ｐ
移
転
に
は
関

与
し
な
い
。
だ
が
、
資
金
決
済
法
は
、

犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る

場
合
に
は
、
為
替
取
引
の
停
止
等
を

行
う
措
置
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
留

意
が
必
要
で
あ
る
。

　

事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
注
５
）
で
は
、

電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
自
ら
が
管
理
し
な
い
ウ

ォ
レ
ッ
ト
に
係
る
電
子
決
済
手
段
の

移
転
お
よ
び
償
還
を
停
止
さ
せ
る
た

め
の
態
勢
を
整
備
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
。
当
該
態
勢
の
例
と
し
て
は
、

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
用
い
て
、

発
行
体
が
一
定
の
ウ
ォ
レ
ッ
ト
に
つ

い
て
電
子
決
済
手
段
の
移
転
と
償
還

を
停
止
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
停
止
の
前
提
と
し
て
、
Ｐ

２
Ｐ
取
引
が
犯
罪
行
為
に
利
用
さ
れ

て
い
る
か
検
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ア
ン
ホ
ス
テ
ッ
ド
ウ
ォ

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
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め
ら
れ
る
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Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る
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／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応

幅
広
い
観
点
で
求
め
ら
れ
る

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応
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レ
ッ
ト
に
よ
る
取
引
に
つ
い
て
も
、

分
析
ツ
ー
ル
等
を
利
用
し
て
犯
罪
行

為
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
か
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
す
る
必
要
が
あ
る
。
発
行
体

に
は
ア
ン
ホ
ス
テ
ッ
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト

間
の
Ｐ
２
Ｐ
取
引
に
つ
い
て
も
、
取

引
時
確
認
等
は
求
め
ら
れ
ず
と
も
、

一
定
の
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応
が
求

め
ら
れ
る
。

権
利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

　

電
子
決
済
手
段
は
、
仕
組
み
自
体

が
不
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
、
利
用

者
に
不
測
の
損
害
を
及
ぼ
す
可
能
性

が
あ
る
。
従
っ
て
、
利
用
者
保
護
や

資
金
移
動
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂

行
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
電

子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
必
要
が
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
資
金
移
動
業
者

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
、
資
金

移
動
業
府
令
）
31
条
５
項
お
よ
び
こ

れ
を
受
け
た
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
注
６
）
で
、
四
つ
の
留
意
点
を
示
し

て
い
る
（
図
表
）。
こ
の
う
ち
②
は

前
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
残
り
３
点

に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

　

①
に
つ
い
て
、
資
金
移
動
業
者
が

発
行
す
る
電
子
決
済
手
段
は
、
当
該

資
金
移
動
業
者
か
ら
償
還
を
受
け
る

権
利
を
表
章
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
そ
の
移
転
時
期
や
手
続
き
は
法

定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

通
常
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の

仕
組
み
に
従
っ
て
移
転
の
取
引
を
行

い
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
所
定

の
ウ
ォ
レ
ッ
ト
が
あ
る
ア
ド
レ
ス
に

移
転
が
記
録
さ
れ
た
と
き
に
償
還
権

が
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た

め
、
利
用
規
約
等
に
そ
の
旨
と
根
拠

を
記
載
し
、
そ
の
旨
を
重
要
事
項
等

と
し
て
発
行
時
に
利
用
者
に
提
示
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

な
お
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
に

記
録
さ
れ
る
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
は

あ
く
ま
で
電
子
的
な
記
録
に
過
ぎ
な

い
た
め
、
こ
れ
に
伴
う
権
利
の
移
転

時
期
や
対
抗
要
件
の
要
否
・
内
容
に

は
議
論
が
あ
る
。
①
の
権
利
の
移
転

時
期
や
そ
の
手
続
き
の
明
確
化
は
、

当
該
議
論
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
こ

と
ま
で
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、

発
行
体
と
し
て
一
定
の
整
理
を
し
て

お
く
こ
と
は
有
用
だ
ろ
う
。

　

③
に
つ
い
て
、
電
子
決
済
手
段
は

発
行
体
の
破
綻
時
の
み
な
ら
ず
、
サ

イ
バ
ー
攻
撃
や
事
務
処
理
ミ
ス
、
内

部
不
正
、
シ
ス
テ
ム
不
具
合
等
に
よ

り
利
用
者
に
損
害
が
生
じ
得
る
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場

合
の
取
引
の
解
除
・
取
り
消
し
や
損

害
の
補
償
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

発
行
体
の
破
綻
時
に
つ
い
て
は
履
行

保
証
金
か
ら
の
優
先
弁
済
が
確
実
に

確
保
で
き
て
い
る
こ
と
、
そ
の
他
の

不
具
合
に
つ
い
て
は
、
不
具
合
の
内

容
に
応
じ
て
意
図
し
な
い
取
引
を
解

除
・
取
り
消
し
し
て
原
状
回
復
す
る

こ
と
や
、
生
じ
た
損
害
を
適
切
に
補

償
す
る
こ
と
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

リ
ス
ク
管
理

　

④
に
つ
い
て
、
資
金
移
動
業
が
発

行
す
る
電
子
決
済
手
段
は
、
償
還
が

速
や
か
に
、
か
つ
適
切
に
行
わ
れ
る

こ
と
に
よ
り
価
値
が
生
じ
る
こ
と
か

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

権破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

権
利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

利
関
係
の
整
理
や

破
綻
時
の
対
応
は
不
可
欠

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

リ
ス
ク
管
理

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

リ
ス
ク
管
理

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

リ
ス
ク
管
理

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

リ
ス
ク
管
理

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

リ
ス
ク
管
理

裏
付
け
資
産
の
選
定
と

リ
ス
ク
管
理

〔図表〕 不適切な電子決済手段を発行しないための措置（一部改変）

① 発行する電子決済手段について、権利の移転時期やその手続きが明確になっているか

② ＡＭＬ／ＣＦＴ対応の態勢が適切に整備されているか

③ 資金移動業者・電子決済手段等取引業者の破綻時や技術的な不具合等が生じた場合において、利用
者の権利が適切に保護されているか

④ 利用者が電子決済手段の償還請求をする場合、速やかに適切な償還が行われる態勢があるか

（出所） 　金融庁「事務ガイドライン」Ⅱ－２－２－１－１⑼
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資金移動業のステーブルコイン発行の論点

ら
、
そ
の
よ
う
に
償
還
を
行
う
態
勢

が
必
要
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
償

還
の
受
付
窓
口
を
設
置
し
た
上
で
、

利
用
者
に
対
し
て
適
切
な
情
報
提
供

を
し
、
償
還
手
続
き
に
係
る
社
内
規

則
を
策
定
す
る
等
の
措
置
を
取
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
単

に
形
式
的
な
対
応
の
み
な
ら
ず
、
実

質
的
な
償
還
対
応
に
係
る
態
勢
を
整

え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、

「
十
分
な
償
還
受
付
時
間
が
確
保
さ

れ
て
い
る
か
」「
償
還
対
応
に
要
す

る
期
間
が
十
分
に
短
期
間
と
な
っ
て

い
る
か
」「
償
還
手
数
料
が
過
度
に

高
額
と
な
っ
て
い
な
い
か
」
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
こ
れ
は
電
子
決
済
手
段
の

発
行
体
の
態
勢
整
備
や
利
用
者
へ
の

情
報
提
供
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
を
利
用
し
た
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン

の
仕
組
み
自
体
に
不
具
合
や
不
適
切

な
仕
様
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
こ
と

は
言
を
ま
た
な
い
だ
ろ
う
。

　

関
連
し
て
、
資
金
移
動
業
者
は
、

未
達
債
務
の
全
額
（
未
償
還
の
既
発

行
電
子
決
済
手
段
の
残
高
に
お
お
む

ね
等
し
い
）
に
つ
い
て
供
託
等
に
よ

り
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
。
資
金
移

動
業
者
が
発
行
す
る
電
子
決
済
手
段

は
当
該
保
全
が
実
質
上
の
価
値
の
裏

付
け
と
な
る
た
め
、
資
産
の
選
定
は

重
要
で
あ
る
。
供
託
に
よ
り
保
全
す

る
場
合
、
現
金
も
し
く
は
国
債
、
地

方
債
、
政
府
保
証
債
、
そ
の
他
一
部

の
社
債
券
等
を
供
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
注
７
）。

　

供
託
さ
れ
る
資
産
の
価
格
が
著
し

く
下
落
し
た
場
合
や
流
動
性
が
失
わ

れ
た
場
合
に
は
、
電
子
決
済
手
段
の

価
値
の
法
定
通
貨
と
の
連
動
性
が
失

わ
れ
、
電
子
決
済
手
段
の
信
頼
性
に

深
刻
な
懸
念
が
生
じ
か
ね
な
い
。
こ

の
よ
う
な
観
点
を
十
分
に
踏
ま
え
た

上
で
、
価
格
変
動
リ
ス
ク
や
流
動
性

リ
ス
ク
の
な
い
資
産
を
中
心
に
供
託

を
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
の
が
適

切
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
債
で
供
託

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
長
期
債
や

超
長
期
債
は
一
般
に
価
格
変
動
幅
が

大
き
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
25
年
12
月
に
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
手
続
き
に
付
し
た
改
正
事

務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
注
８
）
に
お
い
て

も
、
発
行
す
る
電
子
決
済
手
段
の
特

性
や
発
行
規
模
等
に
応
じ
て
、
適
時

に
適
切
な
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
実
施

し
、
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
べ
き
と
さ

れ
て
い
る
。

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

発
行
は
困
難

　

第
二
種
資
金
移
動
業
に
は
１
回
当

た
り
の
送
金
額
に
１
０
０
万
円
と
い

う
上
限
規
制
が
あ
り
（
注
９
）、
電
子

決
済
手
段
の
発
行
も
当
然
こ
れ
に
服

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

上
限
規
制
の
な
い
第
一
種
資
金
移

動
業
に
よ
る
電
子
決
済
手
段
の
発
行

に
つ
い
て
、
直
接
禁
止
す
る
規
制
は

な
い
。
も
っ
と
も
、
第
一
種
資
金
移

動
業
は
厳
格
な
滞
留
規
制
と
し
て

「
移
動
す
る
資
金
の
額
」「
資
金
を

移
動
す
る
日
」「
資
金
の
移
動
先
」

を
明
ら
か
に
せ
ず
に
為
替
取
引
に
係

る
債
務
を
負
担
し
て
は
な
ら
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
（
資
金
決
済
法
51

条
の
２
第
１
項
）。
ま
た
、
資
金
の

移
動
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た

め
に
必
要
な
期
間
を
超
え
て
為
替
取

引
に
係
る
債
務
を
負
担
し
て
は
な
ら

な
い
と
も
さ
れ
て
い
る
（
同
条
２

項
）。

　

電
子
決
済
手
段
は
、
発
行
し
て
償

還
す
る
こ
と
で
資
金
が
移
動
す
る
こ

と
と
な
る
た
め
、
資
金
移
動
業
者
が

電
子
決
済
手
段
を
発
行
し
た
時
点
で

為
替
取
引
が
開
始
し
、
償
還
し
た
時

点
で
終
了
す
る
。
電
子
決
済
手
段
は
、

そ
も
そ
も
転
々
流
通
し
、
い
つ
で
も

償
還
で
き
る
設
計
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
通
常
で
あ
る
。
従
っ
て
、
発
行

時
点
で
は
誰
が
い
つ
償
還
を
行
う
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

資
金
を
移
動
す
る
日
や
資
金
の
移
動

先
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
為
替
取
引
に

係
る
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
電
子
決
済
手
段
は
、
資
金
の

移
動
に
関
す
る
事
務
と
は
無
関
係
に

転
々
流
通
す
る
た
め
、
資
金
の
移
動

に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に

必
要
な
期
間
内
に
確
実
に
償
還
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

発
行
は
困
難

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

発
行
は
困
難

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

発
行
は
困
難

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

発
行
は
困
難

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

発
行
は
困
難

第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
る

発
行
は
困
難
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以
上
か
ら
、
現
在
の
規
制
の
下
で

は
、
第
一
種
資
金
移
動
業
に
よ
っ
て

電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。＊　

＊　

＊

　

こ
れ
以
外
の
重
要
な
規
制
動
向
と

し
て
、
消
費
税
免
税
制
度
の
改
正
に

伴
う
資
金
移
動
業
の
登
録
と
、
ク
ロ

ス
ボ
ー
ダ
ー
収
納
代
行
の
為
替
取
引

規
制
が
あ
る
。

　

前
者
に
つ
い
て
、
免
税
店
が
外
国

人
旅
行
客
に
免
税
販
売
を
行
う
に
際

し
て
は
、
一
度
、
税
込
み
価
格
を
受

領
し
た
上
で
、
税
関
に
よ
る
持
ち
出

し
確
認
を
経
て
か
ら
返
金
を
行
う
こ

と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
免
税
店
か

ら
依
頼
さ
れ
て
返
金
を
取
り
扱
う
事

業
者
に
は
原
則
と
し
て
資
金
移
動
業

の
登
録
が
必
要
と
な
る
。
後
者
は
、

25
年
の
資
金
決
済
法
改
正
に
伴
い
、

国
境
を
ま
た
い
で
行
わ
れ
る
収
納
代

行
に
、
原
則
と
し
て
資
金
移
動
業
の

登
録
が
必
要
と
な
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　

前
者
の
改
正
は
26
年
11
月
か
ら
施

行
さ
れ
、
後
者
は
26
年
６
月
ま
で
に

施
行
さ
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
経

過
規
定
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、
現
に

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
収
納
代
行
を
行
っ

て
い
る
者
は
施
行
か
ら
６
カ
月
間
は

登
録
を
要
さ
ず
に
業
務
を
継
続
で
き

る
。
施
行
日
が
切
迫
し
て
い
る
た
め
、

消
費
税
免
税
の
返
金
や
ク
ロ
ス
ボ
ー

ダ
ー
収
納
代
行
の
取
り
扱
い
を
引
き

続
き
予
定
し
て
お
り
、
必
要
な
手
続

き
を
進
め
て
い
な
い
事
業
者
は
、
早

急
に
金
融
庁
ま
た
は
各
地
方
財
務
局

に
相
談
さ
れ
た
い
。

（
本
稿
に
お
け
る
見
解
は
筆
者
の
見
解
で
あ

り
、
何
ら
の
組
織
を
代
表
す
る
も
の
で
は

な
い
）

（
注
）１　
取
引
所
な
ど
第
三
者
機
関
で
は
な

く
、
ユ
ー
ザ
ー
自
身
が
秘
密
鍵
を
管
理

す
る
暗
号
資
産
ウ
ォ
レ
ッ
ト
。

２　
サ
ー
バ
ー
を
介
さ
ず
に
Ｐ
Ｃ
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
同
士
が
直
接
接
続
し
、

デ
ー
タ
や
通
信
を
や
り
取
り
す
る
分
散

型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。
こ
こ
で
は
、
取
引

所
を
介
さ
ず
移
転
す
る
こ
と
を
指
す
。

３　
国
家
公
安
委
員
会
「
犯
罪
収
益
移

転
危
険
度
調
査
書
」（
２
０
２
４
年
11

月
）
１
６
３
〜
１
６
４
ペ
ー
ジ
。
な
お
、

当
該
指
摘
は
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業

者
が
取
り
扱
う
電
子
決
済
手
段
に
関
す

る
指
摘
だ
が
、
資
金
移
動
業
者
が
取
り

扱
う
場
合
に
お
い
て
も
同
様
の
指
摘
が

で
き
る
。

４　
２
０
２
３
年
５
月
26
日
「
犯
罪
に

よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律

施
行
令
・
施
行
規
則
の
改
正
に
係
る
Ｑ

＆
Ａ
」
№
１

５　
「
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
三
分
冊

：
金
融
会
社
関
係　
14
資
金
移
動
業
者

関
係
」
Ⅱ－

２－

１－

２－

１
⑸
②

（
注
２
）

６　
Ⅱ－

２－

２－

１－

１
⑼

７　
資
金
決
済
法
43
条
３
項
、
資
金
移

動
業
府
令
12
条
。
履
行
保
証
金
信
託
契

約
に
よ
り
保
全
す
る
場
合
、
預
貯
金
や

外
国
債
、
国
際
機
関
債
な
ど
が
信
託
財

産
と
し
て
認
め
ら
れ
る
（
資
金
決
済
法

45
条
３
項
、
資
金
移
動
業
府
令
20
条
１

項
、
２
項
）
が
、
こ
れ
と
同
じ
議
論
が

妥
当
す
る
。
な
お
、
履
行
保
証
金
保
全

契
約
に
よ
る
保
全
の
場
合
は
銀
行
ま
た

は
保
険
会
社
等
が
保
証
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
裏
付
け
資
産
は
存
在
し
な
い
。

８　
Ⅱ－

２－

８
⑵

９　
銀
行
や
特
定
信
託
会
社
（
特
定
資

金
移
動
業
者
）
に
は
１
回
当
た
り
の
送

金
額
の
上
限
規
制
は
な
い
。
銀
行
は
自

己
資
本
比
率
規
制
等
の
破
綻
リ
ス
ク
を

軽
減
す
る
規
制
に
服
し
て
い
る
ほ
か
、

特
定
信
託
会
社
は
信
託
財
産
の
預
貯
金

管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
な
ど
、

各
々
の
規
制
体
系
が
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
上
限
の
違
い

が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

あ
ま
の
　
ふ
み
お

18
年
弁
護
士
登
録
（
第
二
東
京
弁
護

士
会
）。
19
年
法
律
事
務
所
Ｚ
ｅ
Ｌ

ｏ
入
所
。
24
年
９
月
か
ら
現
職
。
資

金
移
動
業
者
お
よ
び
前
払
式
支
払
手

段
発
行
者
の
監
督
業
務
に
従
事
。
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